
倉岡ニュータウン地区 地区計画
【最終都市計画決定：平成 30 年 4月 1日】

名 称 倉岡ニュータウン地区 地区計画

位 置 宮崎市大字糸原字柿迫、字井手ノ元、字池田、字馬渡、字町頭 地内

面 積 約１３．３ｈａ

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

地区計画の目標

当地区は、宮崎市の中心市街地から北西約 8km に位置した丘陵地で

水田や農村集落に囲まれた市街化調整区域となっており、これまで、

東九州自動車道の道路築造のために土砂搬出が行われてきたところ

である。

近年は、居住人口の減少や高齢化が進むとともに、公益的施設の衰

退も顕著となり、地域住民からも定住人口の増加と就業用地の充実が

求められている。

このため、複合的なまちづくりを核とした計画的な土地利用によ

り、良好な住宅地、業務用地の形成、保全を行い、地域間交流や活性

化に資する。

土地利用の方針

良好な住環境を有する低層住宅地として、まちなみを誘導しつつ、

周辺の環境にも配慮した事務所、研究所等の無公害型施設の誘致を行

う。

また、周辺地域住民の利便性も考慮し、複合利用地区を設ける。

地区施設の整備の

方針

道路については、地区内を縦断する幹線道路を基本にして、一般住

宅地区内に歩行者専用道路を配置することにより、安全な歩行空間を

確保する。

公園については、地域住民の利便性や周辺環境との調和を考慮し、

地区の中央に配置する。

調整池は、広場としての機能を兼ね備えており、地域住民に開放す

る。

建築物等の整備の

方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等の用途の

制限、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、

壁面の位置の制限、高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、

垣又はさくの構造の制限を定めることにより、周辺環境との調和に配

慮した企業・施設及び良好な住宅地、小規模な店舗等の誘導を図るも

のとする。

その他当該地区の

整備・開発及び

保全に関する方針

当地区は、市街化調整区域であることから、周辺の自然環境や営農

条件を阻害しないよう、都市景観や環境保全に配慮し、緑化に努める

ことにより、快適で潤いのあるニュータウンの形成を誘導する。

住宅宅地の擁壁は、土羽仕上げとする。また、芝、低木等により法

面緑化に努める。



地

区

整

備

計

画

地区整備計画を定め

る区域
計画図表示のとおり

地区整備計画の区域

の面積
約１３．３ｈａ

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地区の名称 一般住宅地区 複合利用地区 業務地区

地区の面積 ６．３ｈａ ０．２ｈａ ６．８ｈａ

建築物等の用途

の制限

次の各号に掲げる

建築物以外は建築し

てはならない。

（1） 住宅（長屋を除

く。次号において

同じ。）

（2） 建築基準法別表

第 2(い)項第二号

に掲げる兼用住宅

（3） 前 2号の建築物

に附属するもの

（建築基準法施行

令第 130条の 5に

定めるものを除

く。）

（4） 建築基準法施行

令第 130条の 4第

三号に掲げる公益

上必要な建築物

（5） 建築基準法別表

第 2(い)項第四号

に掲げるもののう

ち地区内住民の自

治活動等の用に供

する公民館、集会

所

次の各号に掲げる

建築物以外は、建築

してはならない。

（1） 住宅（長屋を除

く。次号において

同じ。）

（2） 建築基準法別表

第 2(い)項第二号

に掲げる兼用住宅

（3） 建築基準法別表

第 2(ろ)項第二号

に掲げる店舗（建

築基準法施行令第

130条の 5の 2第 1

号に掲げる食堂若

しくは喫茶店を除

く。）

（4） 前 3号の建築物

に附属するもの

（建築基準法施行

令第 130条の 5に

定めるものを除

く。）

次の各号に掲げる

建築物は、建築して

はならない。

（1） 建築基準法別表

第 2(る)項に掲げ

る建築物

（2） 住宅（兼用、併

用を含む）、共同住

宅、寄宿舎、下宿

（3） 店舗、飲食店そ

の他これらに類す

るもの（床面積が

1,500 ㎡以内のも

のを除く）

（4） ホテル、旅館

（5） 建築基準法別表

第 2(に)項第三号

に掲げる運動施設

（6） 大学

（7） 神社、寺院、教

会等

（8） 病院

（9） 公衆浴場

（10）自動車教習所

（11）単独車庫

（12）建築基準法別表

第 2(ほ)項第二号

及び第三号

（13）建築基準法別表

第 2(へ)項第三号

及び(り)項第二号

（14）畜舎

（15）自動車修理工場

（16）建築基準法別表

第 2(ぬ)項第三号

及び第四号

（17）卸売市場、火葬

場、と畜場、汚物

処理場、ごみ焼却

場その他建築基準

法施行令第 130条

の 2の 2で定める

処理施設の用途に

供する建築物
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築

物

等

に

関
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る
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地区の名称 一般住宅地区 複合利用地区 業務地区

建築物の容積率
の最高限度

８０％ ２００％

建築物の建蔽率
の最高限度

５０％ ６０％

建築物の敷地面積
の最低限度

法面を含めて２００㎡
（公益上必要な建物を除く）

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線からの建築物

の外壁又はこれに代わる柱の面の後退距離

（以下「外壁の後退距離」という。）は、1

ｍ以上としなければならない。

但し、外壁の後退距離の限度に満たない

距離にある建築物又は建築物の部分が次に

掲げる各号の一に該当するものにあって

は、この限りではない。

(1)外壁等の中心線の長さの合計が 3ｍ以下

のもの

(2)別棟で軒の高さが 2.3ｍ以下の物置、車庫

建築物の外壁又は

これに代わる柱の面

から業務地区区域東

側の道路境界線まで

の距離は 10ｍ以上と

する。

建築物等の高さ

の最高限度

建築物の高さの限度は、地盤面から 9ｍと

する。但し、地階を除く階数は、2以下とし

なければならない。

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限

建築物及び屋外広告物の色彩等は、周囲

の景観に調和したものとしなければならな

い。

但し、建築物に附属する物置等にあって

は、この限りでない。

１ 建築物等の外観

の基調色として使

用する色彩は、下表

の基準に適合した

ものとしなければ

ならない。

色彩基準

２ 広告物は自己の

用に供するもので、

色彩、装飾、大きさ

等により美観風致

を損なわず、都市景

観形成上支障のな

いものとし、屋上及

び屋根面に設置（屋

根面に直接表示す

る場合を含む。）し

てはならない。

色

相

Ｒ(赤)

ＹＲ

(黄赤)

Ｙ(黄)
その他

の色相

値

彩度４

以下

かつ

明度７

以上

彩度３

以下

かつ

明度７

以上

彩度２

以下

かつ

明度７

以上

※背景が緑地等の自然地となる

建築物等の場合、明度は２以

上７以下とする。

（表中の色相、明度及び彩

度については、日本工業規

格Ｚ8721(マンセル表色系)

に基づくものとする。）



「区域は計画図表示のとおり」

地
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事

項

地区の名称 一般住宅地区 複合利用地区 業務地区

垣又はさくの構

造の制限

１ 道路（歩行者専用道路を含む。）に面す

る垣又はさくの構造は、生け垣とし、ブ

ロック造及びコンクリート造等の工作物

は設置してはならない。

また、道路から敷地地盤面までは土羽

仕上げとし、土留目的の工作物は設置し

てはならない。

但し、次の各号の一に該当するものを

除く。

（1） 敷地地盤面から上部に生け垣と併用

して設置する高さ 1.2ｍ以下の透視可

能なネットフェンス等

（2） 門柱等として設置するもの

（3） ネットフェンス等の基礎として設置

される高さ 30cm 以下の工作物

（4） 敷地造成時に公道に面して設置され

る間知ブロック積み又は石積み

２ 宅地間にはブロック造及びコンクリー

ト造の工作物で敷地地盤面から高さ 30cm

以上の工作物等を設置してはならない。

道路又は隣地境界

に面して垣又はさく

を設ける場合（建築

物に附属する門は除

く。）は、生け垣、植

栽又は透過性のフェ

ンスとする。




